
（児童福祉法）
人員基準・運営基準・
報酬算定の留意事項
等について

高槻市福祉指導課
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1. 集団指導、運営指導及び監査

2. 指定取消等の事案

3. 届出等について

4. 自主点検表について

5. 虐待防止・身体拘束適正化の取組

6. 業務継続計画・感染症対策の取組

7. 情報公表制度

8. 災害時情報共有システム

9. 避難確保計画の作成及び避難訓練

10. 業務管理体制の整備

11. 事故防止の取組

（児童福祉法）人員基準・運営基準・報酬算定の留意事項等について

内容
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12. 安全確保の取組

13. こども性暴力防止法について（日本版DBS）

14. 保育士特定取消者管理システムについて

15. 就労選択支援について

16. 資格の確認

17. 個別支援計画の作成について

18. 利益供与等の禁止

19. 運営指導における指摘事項について

20. 処遇改善加算について

21. 遵守すべき関係法令等

22. その他事項

（児童福祉法）人員基準・運営基準・報酬算定の留意事項等について

内容



１.集団指導、運営指導及び監査
指導 対象 内容

集団指導 全事業者
（原則とし
て４月１日
現在の指
定事業者）

毎年１回 • 国の示す指導指針に基づき、指定権者が実施
• 一定の場所に集めて講習等の方法により行う

オンライン等（オンライン会議システム、ホームペー
ジ等）の活用による動画の配信等による実施も可
能とする。

• 事業者全体のレベルアップを図ることを目的
• 関係法令・制度の趣旨、目的の周知と理解の促進
• 給付費の過誤・不正請求の防止の観点から、算定

要件等の周知
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 終了後は事業所ごとにアンケート報告をお願いします。



指導 対象 内容

個別指導 新規指定事業
者

３回 • 高槻市独自の取組み、受検は任意
• 指定後１年の間に、３回
• 内容は下表のとおり
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個別指導
対象事業者

新規指定後１月の事業者 新規指定後半年の
事業者

新規指定後１年の
事業者

指導内容 運営規程等 個別支援計画等 給付費の請求

提出書類 ①運営規程
②利用契約書（ひな型）
③重要事項説明書（ひな型）
④個人情報使用同意書（ひ
な型）

①個別支援計画書
②計画策定会議議事
録
③アセスメント

①サービス提供記録
②給付費明細書
③サービス提供実績記録票
④利用者出欠表
⑤職員の勤務実績表
⑥加算の算定要件に係る記
録

【内容】

１.集団指導、運営指導及び監査



指導 対象 頻度 内容

運営指導
（旧実地指導）

• 就労継続支援A型
• 就労継続支援B型
• 共同生活援助
• 児童発達支援
• 放課後等デイサービス
• 指定後間もない事業所

３年に１回 【目的】
• サービスの質の確保と向上
• 適正な報酬の請求
【方法】
• 原則、実地にて、関係者から関

係書類等を基に説明を求め、
面談方式で行う

• 実地でなくとも確認できる内容
の確認についてはオンライン等
を活用することができる

• 上記以外の障がい福祉
サービス等（※）

指定の有効
期間内（６年）
に１回
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• 就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援及び放課後等デイサービスにつ
いては、３年に１回以上の頻度で実施する。その他のサービスについては、原則として指定の有効期間
内（６年）に１回以上の頻度で実施する。（国指導指針の改正）

【令和７年度の変更点】

１.集団指導、運営指導及び監査

※ 地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型、訪問入浴は
定例運営指導の対象外



１.運営指導、集団指導及び監査

6

【令和６年度運営指導の実施状況】

種 別
対象

事業数
実施数

文書指摘
の数

左記の内訳

基本
方針

人員 設備 運営
変更
届

報酬

指定障がい福祉サービス 296 60 216 0 6 2 149 9 50

指定障がい者支援施設 3 1 5 0 0 0 4 0 1

指定一般相談支援 24 10 4 0 0 ‐ 4 0 0

指定特定相談支援 25 6 7 0 0 ‐ 3 0 4

登録地域生活支援事業 67 11 24 0 1 0 20 1 2

指定障がい児通所支援 115 25 102 0 11 0 57 1 33

指定障がい児相談支援 16 4 8 0 0 ‐ 4 0 4

合 計 546 117 366 0 18 2 241 11 94
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【令和６年度運営指導 ：文書指摘の主な内容等（障がい児通所支援）】

人員基準 従業者の員数 ９

運営基準 サービスの提供の記録 ３

運営基準 計画の作成・交付 ７

運営基準 緊急時等の対応 ２

運営基準 衛生管理等 ３

運営基準 身体拘束等の禁止 ９

運営基準 苦情解決 ６

運営基準 虐待の防止 ５

運営基準 自動車を運行する場合の所在の確認 ４

運営基準 安全計画の策定等 １１

給付費の算定 本体報酬 ３

給付費の算定 各種加算・減算 ３０

１.運営指導、集団指導及び監査
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【令和６年度運営指導 ：文書指摘の主な内容等】
（計画相談・障がい児相談・一般相談）

人員基準 受給資格の確認 １

運営基準 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画 ２

運営基準 衛生管理等 ８

給付費の算定 加算 ８

その他 業務管理体制の届出 ４

１.運営指導、集団指導及び監査



１.運営指導、集団指導及び監査
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【令和７年度運営指導】
主に次の条件から対象事業所を選定
1. 令和２年度以降、運営指導（実地指導）を受検していない事業所。

特に、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助、児童発達支援及び
放課後等デイサービス

2. 令和６年度末までに事業を開始した事業所であって、これまでに一度も運営指導（実
地指導）を受検していない事業所

3. 令和５年度以降、運営指導（実地指導）を受検していない障がい者支援施設
4. 介護保険法に基づく運営指導との同時実施が望ましい居宅介護等事業所
5. 事業を開始し１年経過した就労継続支援Ａ型事業所
6. 利用者等からの苦情が多い等、特に運営指導の実施が必要と認められる事業所
7. 関係機関等からの情報提供を受けて、運営指導の実施が必要と認められる事業所
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【運営指導の標準的な流れ】

実施通知 ➡
事前提出
書類の
提出

➡ 運営指導 ➡ 結果通知 ➡ 改善報告書
の提出

約１か月前 １週間前 当日 約１か月後
約２か月後
提出期日

書類や会議室
の準備をお願
いします

自主点検表、
勤務表など

期日までに
改善し、報告
してください

※メールで
通知します

改善事項を
通知します

運営指導の
実施通知 ➡ 運営指導

当日 当日

【必要がある場合】

あらかじめ通知したのでは必要な事実確
認ができない場合等は、
事前に通知せず、当日通知し、運営指導
を実施することがあります



指導 対象 内容

監査 監査を実
施する必
要がある
と認めら
れる事業
者

• 人員基準、運営基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があると
き

• 給付費の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由
があるとき

• 事業所の従業者等が利用者に対し虐待を行ったことを疑うに足りる理
由があるとき

• 不正の手段により事業者指定を受けたことを疑うに足りる理由があると
き

• 運営指導により改善を指導したにもかかわらず、改善がみられないとき
• 正当な理由がなく、運営指導を拒否したとき など
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• 運営指導の実施後に、監査に切り替えることがあります
• 運営指導を実施していない場合でも、監査を実施することがあります
• 事前予告なく、当日立ち入り検査をすることがあります
• 監査の実施後、処分事由に該当すると認められた時は、行政処分（指定取消し・効力停止）等

を行うことがあります

１.運営指導、集団指導及び監査
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２.指定取消等の事案

放課後等デ
イサービス

【不正または著しく不当な行為】
• 事業所に実際には配置していない者を児童発達支援管理責任者（以下、「児発管」という。）と

する虚偽の届出を市に行った
• 児発管が不在であったことを隠すため、保護者の印章または署名を含む重要事項説明書及び

個別支援計画書を偽造し、運営指導及び監査で提出した

【虚偽報告】
• 児発管及び児童指導員が不在であったことを隠すため、出勤簿、勤務表及び業務日報を偽造

し、監査で提出した
• 事業所に配置する児童指導員が運転手を兼務していることを隠すため、送迎記録を偽造し、監

査で提出した

【不正請求】
• 恒常的に人員配置基準を満たさないにもかかわらず、人員欠如減算を算定せずに、給付費を

請求し受領した（不正請求額の概算 約５７０万円）
• 児発管が配置されていない間も、児発管欠如減算及び個別支援計画未作成減算を適用せず

に、給付費を請求し受領した（不正請求額の概算 約８４０万円）
• 介護福祉士資格を有する児童指導員を配置しているかのように偽り、福祉専門職配置等加算

Ⅰを算定して、給付費を請求し受領した（不正請求額の概算 約３０万円）

【運営基準違反】
• 事業所の全従業者について、指定日以降継続して、雇用契約書又は就業規則等により勤務体

制を定めていなかった

令和７年度

指定取消

高槻市

【事案① 高槻市指定取消】
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２.指定取消等の事案

【事案② 指定取消】

児童発達支援
／放課後等デイ
サービス

【不正の手段による指定】
• 法人代表者が、居宅介護支援（介護保険）において常勤の介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）として勤務していたが、自身を管理者兼児童発達支援管理責任者として障がい
児通所支援事業を申請することが、不正であることを認識せず、指定を受けた。

令和７年度

指定取消

大阪府

放課後等デイ
サービス

【人格尊重義務違反】
• 「事業所の管理者が利用児童の臀部を手で叩く。」、「事業所の管理者が利用児童にプ

ロレス技をかける。」という行為があったことが認められた。
令和７年度

全部効力停止

広島市

【事案③ 全部効力停止】



14

２.指定取消等の事案

【事案④ 指定取消】

放課後等デイ
サービス

【人員基準違反】
• 常勤の児童発達支援管理責任者１人以上の人員配置基準を満たすため出勤

簿の偽装が行われた。虚偽の出勤状況を除いた人員配置を精査したところ人
員基準違反を確認した。

【不正請求】
• 児童発達支援管理責任者にかかる人員配置基準を満たしていないにも関わら

ず、児童発達支援管理責任者欠如減算を適用せず障害児通所給付費を不正
に請求し受領した。また、児童発達支援管理責任者の配置要件を満たしてい
ないにも関わらず、児童指導員等加配加算を不正に請求し受領した。さらに、
児童発達支援管理責任者欠如減算の未適用及び児童指導員等加配加算の
不正請求に伴い、福祉・介護職員等処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を不正に請求し受領した。

令和６年度

指定取消

西宮市
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高槻市ホームページ
障がい福祉サービス等変更届・変更申請のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2261.html

届出は「高槻市簡易申込」でどうぞ
https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5811

３.届出等について

地域生活支援事業変更届のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2260.html
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高槻市ホームページ
【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】指定申請書等

様式ダウンロード

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2341.html

更新申請書 変更届

令和７年３月３１日付け指定障がい福祉サービス等に係る指定申請、報酬請求等の様式について、
厚労省またはこども家庭庁が定める様式を用いることとする改正が行われました。（令和８年３月３１
日まで経過措置あり）

この改正をふまえ、本市の様式においても、国の標準様式とする改正を行いました。
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付表

国の標準様式に合わせて様
式（申請書・変更届・付表等）
を改めましたので、
今後の届出等は変更後の
様式を用いてください。
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令和7年3月14日 厚生労働省主管課長会議資料

https://www.mhlw.go.jp/content/001468383.pdf



４.自主点検表について
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【高槻市ホームページ】自主点検表
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2346.html
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５.虐待防止・身体拘束適正化の取組

• 委員会の設置及び開催、指針の整備、
研修の実施、訓練の実施、等

障がい者虐待防止に係る取り組みの義務化

• 身体拘束等の記録

• 委員会の設置及び開催

• 指針の整備

• 研修の実施、等

身体拘束適正化に係る取り組みの義務化

• 方針の明確化、従業者への周知、相談窓口の設置、等

従業者へのハラスメント対策の義務化

令和６年４月から
減算規定が設けら
れました

減算あり

令和６年４月から
減算率が引き上げ
られました

減算あり
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【参考】
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き 【令和６年７月】

【参考】
大阪府障がい者虐待防止・権利擁護研修(事業所向け)のご案内

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kenriyougokenshu.html

【参考】
障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/000984210.pdf

【参考】障害福祉の現場におけるハラスメント対策

【参考】
厚生労働省 令和７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修講義動画
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00020.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

【参考】令和７年度大阪府障がい者虐待防止・権利擁護研修＜特別講演会＞

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/chiikiseikatsu/shogai-chiki/tokubetsukouenkai.html



22

６.業務継続計画・感染症対策の取組

•計画（BCP）の策定（感染症、非常災害時）

•研修の実施

•訓練・シミュレーションの実施 等

業務継続計画の策定に係る取組の義務化

• 委員会の設置・開催

• 指針の策定

• 研修の実施

• 訓練・シミュレーションの実施 等

感染症対策の強化に係る取組の義務化

厚生労働省ホームページ【感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

令和６年４月から
減算規定が設けられました

減算あり
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７.情報公表制度

高槻市ホームページ：障がい福祉サービス等情報公表制度のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2264.html

•事業所の基本情報等を毎年報告し、公表すること

•新規指定の事業所は、指定後１か月以内に

情報公表制度について

令和６年４月から
減算規定が設けら
れました

減算あり
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【参考】 厚生労働省ホームページ
「障害福祉サービス等事業所における経営情報の見える化」に係る都道府県等・障害福祉サービス等事業者向け説明会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60356.html
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高槻市ホームページ：災害時情報共有システムのご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/37153.html

• 災害発生時に、事業所の被災状況を、市・都道府県（自治体）・国との

間で情報共有するためのシステム
• 災害発生時には、登録したメールアドレス（ＰＣやスタッフのスマート

フォン）で被災状況を知らせることができます

災害時情報共有システム

８.災害時情報共有システム



９.避難確保計画の作成及び訓練
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高槻市ホームページ：避難確保計画作成の手引き（令和5年9月修正）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/2/1113.html

浸水想定0.5ｍ以上に該当する場合、
避難確保計画の作成と、
定期的な訓練（年１回）を実施し、
高槻市へ報告することが必要

【対象となるサービス（児）】
児童発達支援、放課後等デイサービス

高槻市ホームページ：わが街高槻ガイド
https://www2.wagmap.jp/takatsuki/Portal →「水害・土砂ハザードマップ」から住所検索
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高槻市ホームページ：業務管理体制の整備と届出のご案内

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2269.html

法人名、法令遵守責任者等
に変更がある場合は変更の
届出が必要

１０.業務管理体制の整備
全ての指定事業者（法人）は、法令遵守等の業務管理体制の整備と
その届出が義務づけられてます



１１.事故防止の取組

事故の内容

遊具、備品等の誤飲、誤食

事業所内もしくは屋外活動中の転倒、ケガ（骨折、出血など）

利用児童同士の接触によるケガ（骨折など）

公園での支援中に、利用児童が無関係の児童に暴行

移乗中の転落、カテーテルの抜去

事業所から抜け出し

送迎車の事故（物損・追突）

送迎車乗降中の飛び出し

駐車場から道路へ児童の飛び出し

アレルギー物質を含む食べ物を提供

個人情報の誤送付

31

【発生が報告されている事故（令和4～7年）】

事故が発生したときは
• 速やかに必要な措置
• 速やかに利用者家族へ報告を

再発防止策を講じて、
事業所内の職員に周知

市にも報告を
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2267.html



１１.事故防止の取組
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１１.事故防止の取組
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【参考】 大阪府ホームページ 重大事故等について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/jiko-ji2024.html
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【参考】
教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/0000137379.pdf

食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意！！（消費者庁)

地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20211020/

子ども安全メール VOL.569 （消費者庁)パン等による子どもの窒息や誤嚥に気を付けましょう！

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_047/

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）

https://www.cfa.go.jp/policies/child‐safety/effort/guideline

http://www.irric.co.jp/pdf/reason/research/2017_bouhan_handbook.pdf
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【未然に防止するために】
● コミュニケーションの重要性
● 苦情解決への取組み
● サービス提供場面におけるリスクと事故防止策

１１.事故防止の取組
【基本的な視点】
●「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」

という考え方で取り組む
● 個別性が高いため、それぞれの事業所において、十分な検討と創意工夫が必要

【事故が起こってしまった時の対応方針】
利用者ご本人やご家族の気持ちを考え、相手の立場に立った対応が基本
● 事故対応については、個人プレーでなく組織として対応、事実を踏まえた対応、

窓口を一本化した対応を原則とする
● 事実の把握と家族等への十分な説明を行い、「今後どうするのか」という改善

策の検討と実践を行い、誠意ある対応を行う
● 事故が起きた場合、事故発生直後の迅速な対応のため、手順の明確化や連絡先

リストの作成などを予め行い、周知徹底をしておく
【参考】 福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針～利用者の笑顔と満足を求めて～
（平成１４年３月２８日）福祉サービスにおける危機管理に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html

ひやりはっと
報告の取組み
が有効
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• 計画の策定、研修の実施、訓練の実施、保護者への周知、等

安全確保に係る取組みの義務化

• 安全装置の整備

車内見落とし防止に係る取組の義務化

• 確認チェックシート、等

自動車運行時所在把握に係る取組の義務化

１２.安全確保の取組
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【安全計画の策定】

• 1.事業所ごとに安全計画を策定し、当該安全計画に従い、必要な措置を講じなけれ
ばならない

• 2.従業者に対し､安全計画について周知するとともに､研修及び訓練を定期的に実
施しなければならない

• 3.障がい児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、
安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない

• 4.定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとす
る

対象：全障がい児通所支援事業所

【参考】令和4年12月15日付厚生労働省事務連絡
「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」

１２.安全確保の取組
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【参考】〇安全管理マニュアルの適切な運用に向けた研修動画
https://www.youtube.com/watch?v=OfeDbZ1fQ9M

事業所安全計画例

〇教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline/
〇障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/anzenkeikaku.html



【安全装置の装備】
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障がい児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその
他の車内の障がい児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の
確認 (障がい児の降車の際に限る。) を行わなければならない。

■義務づけの車両
通園を目的とした自動車のうち、座席が２列以下の自動車を除くすべての自動車
（座席には車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースも含む）

対象：児童発達支援事業所（センター含）
放課後等デイサービス事業所

１２.安全確保の取組



【自動車を運行する場合の所在の確認】
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障がい児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障がい児の移動のため
に自動車を運行するときは、障がい児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障がい
児の所在を確実に把握することができる方法により、障がい児の所在を確認しなけれ
ばならない。

 所在確認チェックシート
 自動車運行状況を確認したことがわかる書類

１２.安全確保の取組



１３.こども性暴力防止法について（日本版DBS）
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障がい児通所支援
事業者を含む

【参考】 子ども家庭庁HP こども性暴力防止法 制度概要リーフレット・動画 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



１３.こども性暴力防止法について（日本版DBS）
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【参考】 子ども家庭庁HP こども性暴力防止法 制度概要リーフレット・動画 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



１３.こども性暴力防止法について（日本版DBS）
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【参考】 子ども家庭庁HP こども性暴力防止法 制度概要リーフレット・動画 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



１３.こども性暴力防止法について（日本版DBS）
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【参考】 子ども家庭庁HP こども性暴力防止法 制度概要リーフレット・動画 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



１３.こども性暴力防止法について（日本版DBS）
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【参考】 子ども家庭庁HP こども性暴力防止法 制度概要リーフレット・動画 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



１４.保育士特定取消者管理システムについて
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１４.保育士特定取消者管理システムについて
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１４.保育士特定取消者管理システムについて
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１４.保育士特定取消者管理システムについて
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１５. 就労選択支援について

資料【厚労省】令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容 抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf 50
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１５. 就労選択支援について
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厚生労働省HP 就労選択支援実施マニュアルより抜粋 https://wwwmhlw.go.jp/content/12200000/001480295.pdf

参考【国通知】
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001488515.pdf
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１６.資格の確認
大阪府ホームページ
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の制度について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090070/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikanseido.html

対象：児童発達支援、放課後等デイ
サービス、居宅訪問型児童発達支
援、保育所等訪問支援
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【児童発達支援管理管理責任者・OJT期間の緩和要件】

→参考様式4-3

※ 届出様式はＨＰに掲載
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2341.html
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【児童発達支援管理責任者・やむを得ない事由による措置】

◆ やむを得ない事由とは？ 下記①～③が該当します。
①サービス管理責任者等の急死、事故、急病等により急遽勤務不可となった場合
②サービス管理責任者が自己都合等で急に退職（下記×）した場合 （予見できなかった場合のみ）

× 法人内での人事異動や、定年退職等、予見できるものは、該当しません
× 自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間がある場合は該当しません

③ 災害等により研修が中止（延期は対象外）になり、期間内に受講できなかった場合

法人で「やむを得ない」と判断しても、実際には 「やむを得ない事由」に該当しない変更理由であったことが発覚する事案
があります。必ず、電話で事前に相談をしてください。

注意
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大阪府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 相談支援従事者研修について https://www.pref .osaka. lg . jp/chi ik iseikatsu/shogai-chik i/soudanshienkensyu.html

【相談支援専門員の研修要件】

対象：

特定相談、障がい
児相談、一般相談
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１７.個別支援計画の作成について
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【個別支援計画全般に係る留意点】

• 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及び発達の程度に応じた意見の尊重等）及びこどもの
最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

• それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながりを持って作成していくことが必
要である。「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期
目標」「短期目標」、それを達成するための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定すること。

• ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」以下同じ。）の視点等
を踏まえたアセスメントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援を行うことが必要である。この際、５領域の視点を
持ちながら、こどもと家族の状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析してそのニーズや課題を捉え、
そこから必要な支援を組み立てていくことが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援への当てはめを行うだけ
のアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。なお、 発達支援は 個々のこどもへのアセスメントを踏まえた
オーダーメイドの支援を行うものであり、 支援目標や支援内容が それぞれの こどもについて 同一のものとなることは
想定されないこと。

• 「支援目標及び 具体的 な支援内容等」に お いては、 発達支援の基本となる 「本人支援」「家族支援」「移行支援」 に
ついて 必ず記載すること。 また、 「地域支援・地域連携」（例：医療機関との連携等）に ついては、 必要に応じて 記載
することとする が、関係者が連携しながらこどもと家族を包括的に支援していく観点から、 当該事項についても 積極
的に 取り組む ことが望ましい 。

• アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を 適時に行いながら、 PDCAサイクル（Plan（計画 Do（実行 Check（評価
Action（改善）で構成されるプロセス により 支援の適切な提供を進めることが必要 である 。個別支援計画の作成後
も、 こどもについての継続的なアセスメントによりこどもの状況等について把握するとともに、 計画に基づく支援の実
施状況等の把握を行 い 、 モニタリングの際には、作成した個別支援計画に定めた支援目標に対する達成状況等の
評価 を行い、 これを踏まえて 個別支援計画の見直し を行うこと 。この観点からは、支援目標や支援内容 の記載 が
長期にわたり同一であることは想定されないこと。

【参考】 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について 別紙１個別支援計画の記載のポイ
ント （令和6年5月17日付けこども家庭庁事務連絡） https://www.city.takatsuki.osaka.jp/uploaded/attachment/42550.pdf
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事業所名
の記載を



63

【個別支援計画全般に係る留意点】
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一連の流れ 散見される事例

1. アセスメント（面接） • 記録がない ・初回から更新していない
• 利用者家族または相談支援専門員の記録しかない

2. 個別支援計画の原案の作成 • 作成していない
• 十分な検討なく、利用者面談のみで個別支援計画を完成

• 個別支援計画に記載すべき「本人支援」「家族支援」「移行支援」が
記載されていない
※本人支援には５領域すべての関連性を位置付けること

3. 担当者を招集する会議 • 実施していない ・児発管が一人で作成している ・記録がない

4. 個別支援計画の作成 • 作成していない ・利用開始からだいぶ遅れて作成している

5. 利用者へ説明・同意・交付 • 同意を得ていない ・交付していない ・日付がない
• 相談支援事業所に交付していない

6. サービス提供 • サービスの内容が個別支援計画とあっていない

7. モニタリング

（面接と計画の進捗状況の
把握）

• 最低限行うべき期間に行っていない

• 利用者の環境や必要なサービスが変化しているのに、計画の変更
を検討していない

【個別支援計画作成の流れ】

く
り
か
え
し

留意事項 • 児発管が個別支援計画の作成に係る一連の業務を担当すること
• 画一的な内容では、個別支援計画とはいえません
• 利用者の課題や目標を丁寧に洗い出し、関わる職員の間で支援方針の共有を

適切に作成してい
ない場合は減算
が適用
（最大50％）
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個別支援計画の作成は一連の手順
をふまえて丁寧に行ってください

大阪府ホームページ
大阪府相談支援ハンドブック
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai‐chiki/soudanshienhandbook.html

相談支援事業所
は利用計画を事
業所の担当者に
共有すること

個別支援計画を同
意を得た後は、
相談支援事業所に
交付すること

新

減算対象
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１８.利益供与等の禁止
利益供与等の禁止（省令第４９条）

１ 指定事業者は、障害児相談支援事業者若しくは一般相談支援事業若しく
は特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」
という。）、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又は
その家族に対して当該指定事業者を紹介することの対償として、金品その他
の財産上の利益を供与してはならない。

２ 指定事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等
又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、
金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

事業者等の
紹介が公正に
行われるため

事業者等の
紹介が公正に
行われるため

【解釈通知】 令和７年度改正
（基準違反の具体例）

• 事業者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者（障がい福祉サービス事業者以外の事
業者）に対し、その対償として、金品等の利益の供与を行う

• 利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与する
※紹介とは
• 事業者に利用者等の情報を伝え、利用者等への接触の機会を与えること
• 利用者等に事業者の情報を伝え、利用者の申出に応じて、事業者と引き合わせること



１８.利益供与等の禁止
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【解釈通知】 令和７年度改正（就労系サービスのみから全てのサービスへ拡大）

障がい児通所支援は、障がい児が日常生活における基本動作及び知識技能を習得し、並びに
集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれ
ている環境に応じて適切かつ効果的な支援及び治療を受けられるよう、障がい児及びその保護
者が自ら自ら障がい児通所支援のサービス内容や質に基づき利用の可否を判断するものであ
る。このため、障がい児及びその保護者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因
行為を事業者は行ってはならない

利益供与等の禁止（省令第４９条）

１ 指定事業者は、障害児相談支援事業者若しくは一般相談支援事業若しく
は特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」
という。）、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又は
その家族に対して当該指定事業者を紹介することの対償として、金品その他
の財産上の利益を供与してはならない。

２ 指定事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等
又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、
金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

事業者等の
紹介が公正に
行われるため

事業者等の
紹介が公正に
行われるため
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【児童発達支援・放課後等デイサービス】人員基準と勤務体制の確保

指導事項 事例

有資格者であることを証明
できない

• 資格証明書がない
• 高卒等の卒業証明書がない
• 研修受講証明書がない
• 実務経験証明書がない、作成していない
• 保育士証がなく、「保育士資格証明書」「合格証」しかない
• 実務経験等の勘違い

事業所の従業者であると
確認できない

• 雇用契約書がない
• 法人役員等で、児童指導員として従事していることがわからない
• 常勤の児童指導員または児童発達支援管理責任者であるのに、

その時間帯、別の事業所または別の法人業務に従事させており、
事業所におらず、支援をしていない

勤務実績がわからない

• 出勤簿・タイムカードがない
• シフト表（予定表）はあるが、勤務実績表を作成していない
• 人員基準を満たす配置を行っていたか、確認していない

１９.運営指導における指摘事項について

専門的支援実施加算など、
算定する加算によって、
必要な実務経験が異なる
ことに注意
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【児童発達支援・放課後等デイサービス】人員基準と勤務体制の確保

指導事項 事例

基準人員が不足

• 配置予定の職員が配置できなくなったとき（有給休暇など）でも、
日ごとに基準人員の配置は必要

• サービス提供時間を通じて、配置が必要
• 運転手として従事する時間は基準人員に含められない

定員を超過している日に、
超過した利用児童に対し
て必要員数を配置できて
いない

• （定員10人の場合）定員10人を超えた場合には、児童指導員又は保育
士を3人配置する必要があるが、配置されていない

• その3人目の職員を加配加算（児童指導員等加配加算・専門的支援加
算）の対象職員とすることはできない

減算が適用
（最大50％）

１９.運営指導における指摘事項について
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指導事項 留意事項

利用定員を超えないこと

• 恒常的に定員を超えている
• 定員を超過してサービスを提供している日がある

• 定員を超過しているが、災害、虐待を受けた障がい児の
保護その他やむを得ない事情が存するとはいえない

定員超過減算の規定に該当しなければいい
• １日の利用人数が１５人までなら・・・
• 月平均１３人までなら・・・ NG

「災害、虐待その他のやむを得ない事情があ
る場合」に定員を超える受け入れが可能とさ
れていますが、必ず相談してください。

注意

１９.運営指導における指摘事項について
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【運営指導等における主な指導事項（運営基準）】

指導事項 例

1. 重要事項説明書に必要事項が
記載されていない

• 第三者評価の実施状況（実施の有無など）
• 事故発生時の対応(損害賠償の方法含む)

2. 事業者が利用者に求める金銭
の支払の範囲等が不適切

• 利用者に求めるべきではない費目を求めている
• あいまいな名目の費用を求めることは不適切

3. サービス提供記録の内容が
不十分

• サービス提供日、時間、提供したサービスの種類、
具体的な内容、利用者の状況の記録がない

4. サービス提供実績記録票 • 作成して利用者の確認をうけていない

5. 職員研修
• ほとんど研修を行っていない ・研修の記録がない
• 新規採用職員に必要な内容の研修が実施され、記録されていない

6. 事故・苦情
• 対応方針マニュアルがない ・記録様式及び台帳を整備していない
• ひやりはっとの取組みを行っていない

7. 虐待防止・身体拘束適正化
• 委員会に管理者及び虐待防止担当者が参加していない
• 身体拘束の実施に係る具体的な手順や様式を整備していない

8. 非常災害対策
• 非常災害に備えた計画やマニュアルが不十分
• 避難訓練を実施していない

•虐待防止
•身体拘束適正化
•非常災害対策
•感染症対策
• ＢＣＰ など

報酬改定後は
標準的な支援
時間で報酬算
定するが、実利
用時間の記録
も必要
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【運営指導等における主な指導事項（運営基準）】

指導事項 例

9. 安全計画の作成

• 安全計画について、事業所設備の安全点検、事業所外での活動を含む安全に
関する従業者・利用児童への指導、従業者の研修・訓練等が具体的に位置付
けられていない

• 安全計画について、研修及び訓練を定期的に実施していない
• 保護者に対して、安全計画に基づく取組の内容等を周知していない

10. 自動車を運行する場
合の所在の確認

• 事業所外での活動、取組等のための移動等で自動車を運行する時に、児童の
乗車及び降車の際に点呼・所在を確認できるチェックシート等により児童の所在
を確認していない

11. 衛生管理等
• 感染症対策委員会を開催（３か月に１回（サービスによっては６か月に１回））し

ていない
• 従業者への研修（年２回（サービスによっては年１回））を行っていない

【参考】〇高槻市ホームページ
社会福祉施設等における感染症予防等（資料掲載）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/111061.html

社会福祉施設等における新型コロナウイルス対応(関係通知など)
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2330.html

高槻市感染症流行情報

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/3/36/203/
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項目 算定が認められない事例

本体報酬
• 事業所都合により支援時間が短縮された場合は、現にサービ
スの提供に要した時間の区分で算定する必要があるところ、
個別支援計画に位置付けた標準的な時間で算定している

児童指導員等加配加算・
専門的支援体制加算

• （定員を超えて受入れなど）１名以上の加配ができていない
• 加算の対象職員が営業時間中に運転業務を行っている
• 人員基準を満たさない日がある月に加算を算定している

福祉専門職配置等加算
• 人事異動などにより、算定要件を満たさなくなっていることに
気付かず、そのまま算定している

欠席時対応加算

• 「利用予定の日」の当日・前日・前々日に中止の連絡があったと
確認できない

• 電話等で確認した利用者の状況、相談援助の内容（次の利用を
促しなど）の記録がない

【運営指導等における主な指導事項（給付費の請求） 】
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項目 算定が認められない事例

個別サポート加算（Ⅰ）

• 強度行動障がい基礎研修修了者が支援をした日に３０単位を
加算して算定しているが、強度行動障がい児支援加算とあわ
せて算定することはできない

• ３０単位の加算について、児童発達支援管理責任者のみが強
度行動障がい基礎研修修了者の場合は算定不可

通所自立支援加算
• 個別支援計画への位置づけがない
• 自立支援を行ったことについて、日時、支援の実施状況、児童
の様子、留意点等の記録がない

送迎加算

• 送迎していない（記録がない）日に算定
• 重症心身障がい児に対して送迎を行った場合の加算（４０単
位）を算定しているが、運転手に加えて所定の添乗者を配置し
ていない

延長支援加算
• 標準的な支援時間が所定の時間に満たないのに算定している
• 1時間以上の延長支援を予定していない日に、30分以上1時
間未満の延長支援加算（61単位）を算定している

【運営指導等における主な指導事項（給付費の請求） 】
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項目 算定が認められない／不適切な事例

専門的支援
実施加算

• 理学療法士等の専門職が、対象児童を直接、支援していない
• 専門職であるとする児童指導員又は保育士が、当該職種として５年以上児童福祉事
業に従事したことが確認できない

• 専門的支援実施計画が作成されているが、加算対象児の専門的支援実施計画がす
べて同じ内容となっているなど、専門的支援の必要性や具体的支援の内容が位置付
けられていない

• 専門的支援実施計画に位置付ける支援の内容が、個別支援計画に位置付けた支援
の内容と必要性などについて整合性がない

• 10人の利用児童のうち、5人に対して、小集団により専門的支援を実施していると
のことだが、個別・集中的な支援を行っている様子がない（記録がない）

• 10人の児童が利用しているその時間中に、１人1人、専門的支援を行っている時間
があるとのことだが、個別・集中的な支援を行っている様子がない（記録がない）

【参考】 こども家庭庁ホームページ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

【運営指導等における主な指導事項（給付費の請求） 】
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【令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等（障害児支援）に関するＱ＆Ａ VOL.1（令和６年３月２９ 日）】

（専門的支援実施加算）
問１６ 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体
的に作成することは可能か。
（答）
○ 専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害
児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。

・当該専門職によるアセスメントの結果
・５領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等

上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高
い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる（例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、
個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど）。
〇 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。

（専門的支援実施加算）
問１７ 専門的支援は、１対１の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接
支援を行うことが必要か。
（答）
○ 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団（５名程度ま

で）による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ（２の小集団まで）による実施も
可能とする。
〇 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を
確保すること。
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２０.処遇改善加算について
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厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部障害福祉課
こども家庭庁支援局障害児支援課
「処遇改善加算等について」
社会保障審議会障害者部会（第145回）・こ
ども家庭審議会障害児支援部会（第10回）
R7.1.30 参考資料３

【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】福祉・介護職員処遇改善加算のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2273.html
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【指定事業者が遵守すべき基準】 厚生労働省令等（高槻市条例による引用）

障がい児通所支援

指定基準

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準
（平成24年厚生労働省令第15号）

指定基準
解釈通知

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準について
（H24.3.30障発第０３３０第12号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長
通知）

指定障がい児通所支援事業者が遵守すべき基準を定めた高槻市条例は
ホームページでご確認いただけます。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2294.html
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【指定事業者が遵守すべき基準】 厚生労働省令等

障がい児相談支援

指定基準
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関
する基準
（平成24年厚生労働省令第29号）

指定基準
解釈通知

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関
する基準について
（H24.3.30障発第0330第23号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通
知）

ホームページからご確認いただけます。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2294.html
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【報酬の算定要件（指定障がい児支援事業）

児童発達支援、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

障がい児相談支援

報酬告示
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当
通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成24年厚生労働省告示第122号）

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の
額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126
号)

報酬告示
留意事項
通知

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当
通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
等の制定に伴う実施上の留意事項について
（H24.3.30障発第0330号第16号厚生労働省社会・

援護局障害福祉部長通知）

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援
に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実
施上の留意事項について（H24.3.30障発第0330号第16号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
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【市ホームページのご案内】

事業者向け
（福祉指導課など）

【高槻市ホームページ】障がい福祉サービス事業者向け情報

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/8/77/407/

【事業所の連絡先メールアドレスについて】
事業所の連絡先メールアドレス宛には、随時市から通知等を送付します。
重要なお知らせもありますので、福祉指導課に届出をしている事業所の連絡先メールアドレスに届くメール

は、必ずご確認ください。
なお、健康福祉分野における行政サービスに係る諸般の連絡を行う際、本市の各所管課で共有します。各

所管課からもメールが届きますので、ご承知ください。
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申請・手続きの内容 担当部署 連絡先 所在地

（障害者総合支援法）
・障がい福祉サービス事業
・障がい者支援施設
・（特定・一般）相談支援事業
・地域生活支援事業

（児童福祉法）
・障がい児通所支援事業
・障がい児相談支援事業

• 事業者の指定申請、変更届
• 事業者の指導・監査に関すること
• 業務管理体制に係る届出
• 避難確保計画の届出（障がい児通

所を除く）

健康福祉部
福祉指導課
障がい福祉事業
チーム

TEL

０７２－６７４－７８２２

FAX

０７２－６７４－７８２０

高槻市役所
総合センター
１４F

（障害者総合支援法）
・障がい福祉サービス事業
・障がい者支援施設
・相談支援事業
・地域生活支援事業

• 利用相談
• 障がい支援区分認定に関すること
• 受給者証に関すること
• 給付費の請求
• 事業相談

健康福祉部
福祉事務所
障がい福祉課

TEL

０７２－６７４－７１６４

FAX

０７２－６７４－７１８８

高槻市役所
本館１F
１３番窓口

（児童福祉法）
・障がい児通所支援事業
・障がい児相談支援事業

• 利用相談
• 受給者証に関すること
• 給付費の請求
• 避難確保計画の届出（障がい児

通所）

子ども未来部
子ども家庭みま
もりセンター
子育て支援課
児 童 発 達 支 援
チーム

TEL

０７２－６８６－３０３２

FAX

０７２－６８６－３５３１

高槻市北園
町６－３０
子育て総合
支援センター
２F

・総合相談

• 基幹相談支援センター
• 障がい者虐待防止センター
• 高槻障がい福祉サポートネット

ワーク（地域生活支援拠点）

健康福祉部
福祉事務所
福祉相談支援課

TEL
０７２－６７４－７１７１

FAX

０７２－６７４－５１３５

高槻市役所
本館１F
１４番窓口

高槻市担当部署（障がい福祉分野）
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【厚生労働省】原則として医行為ではない行為に関するガイドライン（令和７年３月）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html

【大阪府令和７年度指定障がい児支援事業者等集団指導】
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/syuudannshidoujidour7.html

【その他参考資料のご案内】

ご清聴ありがとう
ございました


